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(57)【要約】
　コンテンツ配信環境における通信のためにメッセージ
サービスを用いる方法は、利用者からレスポンスを勧誘
するステップを含み、当該利用者はメッセージサービス
及び広告されたコンタクトポイントを用いて応答するよ
うに指示される。受信されたメッセージに応じて、当該
受信されたメッセージに関連付けられたアクションが始
動されて、当該始動されたアクションの実行のためのロ
ケーションが、当該利用者によって伝達された当該コン
タクトポイント情報を用いて識別される。買い物客がテ
キストメッセージ可能な携帯電話を持つ環境下において
、買い物客は、コンテンツ提示のディスプレイにおいて
、追加的な関連コンテンツを求めるメッセージを、識別
されたポイントに向けてメール（text）するように勧誘
される。再生システムは、次いで、要求された追加のコ
ンテンツを当該買い物客近くにあるディスプレイ上で再
生することができ、当該ディスプレイは、当該メッセー
ジで当該利用者によって伝達されたコンタクトポイント
情報を用いて識別される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツ配信環境における通信のためにメッセージサービスを用いる方法であって、
　利用者からのレスポンスを勧誘するステップであり、前記利用者はメッセージサービス
及び広告されたコンタクトポイントを用いて応答するように指示されるステップと、
　受信されたメッセージに応じて、前記受信されたメッセージに関連付けられたアクショ
ンを始動するステップと、
　前記利用者によって伝達された前記コンタクトポイントを用いて、前記始動されたアク
ションの実行のためのロケーションを識別するステップと
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記識別されたロケーションにおいて前記アクションを実行するステップを更に含むこ
とを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記勧誘は、前記利用者近くのロケーションにおける少なくとも１つのディスプレイ上
に提示されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記メッセージサービスは、ショートメッセージサービス又はマルチメディアメッセー
ジサービス（ＳＭＳ／ＭＭＳ）メッセージを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法
。
【請求項５】
　前記広告されたコンタクトポイントは、メッセージが送信されるべき一意のコンタクト
番号を含み、前記一意のコンタクト番号は前記利用者近くにある少なくとも１つのディス
プレイを識別するのに用いられていることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記広告されたコンタクトポイントは、前記利用者近くにある少なくとも１つのディス
プレイを識別するのに用いられる一意のコードを含むことを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項７】
　前記勧誘は、視聴者が広告された製品の追加情報を欲する場合に、ディスプレイ上に広
告されたコンタクトポイントに向けてメッセージを送信するように前記視聴者に告知する
、広告環境下における前記ディスプレイ上のメッセージを含むことを特徴とする請求項１
に記載の方法。
【請求項８】
　前記メッセージはテキストメッセージを含み、前記広告されたコンタクトポイントは前
記テキストメッセージが送信されるべきコンタクト番号を含むことを特徴とする請求項７
に記載の方法。
【請求項９】
　前記受信されたメッセージに応じて返信メッセージを利用者に伝達するステップを更に
含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記返信メッセージは、前記受信されたメッセージを伝達するのに前記利用者によって
用いられた装置へ伝達されるテキストメッセージであることを特徴とする請求項９に記載
の方法。
【請求項１１】
　前記アクションは、前記利用者に近くにあるディスプレイ上に追加的広告コンテンツを
表示するステップを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記アクションは、前記コンテンツ配信環境にエラーが存在する場合、エラーコードを
表示するステップを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。



(3) JP 2011-509441 A 2011.3.24

10

20

30

40

50

【請求項１３】
　前記アクションは、前記コンテンツ配信環境におけるコンテンツ再生装置に対して構成
調整をなすステップを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記構成調整は、ボリュームレベル調整と、チャネル選択と、メディア選択とのうちの
少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　コンテンツ配信環境における通信のためにメッセージサービスを用いるシステムであっ
て、
　コンテンツを表示する少なくとも１つのディスプレイと、
　メッセージサービスを用いてメッセージを伝達する少なくとも１つの伝達手段と、
　サーバとを含み、
　前記サーバは、
　利用者からのレスポンスを勧誘するステップであって、前記利用者はメッセージサービ
ス及び広告されたコンタクトポイントを介し少なくとも１つの伝達手段を用いて応答する
ように少なくとも１つのディスプレイ上で指示されるステップと、
　受信されたメッセージに応じて、前記受信されたメッセージに関連付けられたアクショ
ンを始動するステップと、
　前記利用者によって伝達された前記コンタクトポイントを用いて、前記始動されたアク
ションの実行のためのロケーションを識別するステップと
　を含む方法を実行するよう構成されることを特徴とするシステム。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つの伝達手段は、少なくとも１つの移動通信装置を含むことを特徴と
する請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つの移動通信装置は少なくとも１つの携帯電話を含み、前記メッセー
ジはテキストメッセージを含むことを特徴とする請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つの伝達手段は移動通信システムを含むことを特徴とする請求項１５
に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記移動通信システムは、
　メッセージを受信及び転送する少なくとも１つの携帯電話塔と、
　前記少なくとも１つの携帯電話塔からメッセージを受信し、受信されたメッセージを前
記サーバに向けたインターネット上の送信用に構成する携帯電話キャリアと
　を含むことを特徴とする請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つの伝達手段は、少なくとも１つのフェムトセルを含むことを特徴と
する請求項１５に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記サーバからアクションの指示を受信すると共に、前記指示をメディアサーバに伝達
するワイドエリアネットワークと、
　前記アクション指示を受信し、前記アクションの成果を前記受信されたアクションの指
示に関連付ける前記メディアサーバと
　を含むことを特徴とする請求項１５に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記識別されたロケーションにおいて前記アクションを実行するために前記利用者に近
接して配置された再生装置を更に含むことを特徴とする請求項１５に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】



(4) JP 2011-509441 A 2011.3.24

10

20

30

40

50

【０００１】
　本出願は、２００７年１１月１９日付米国仮出願第６１／００３，６３４号の利益を主
張する。
【０００２】
　本発明は一般的にはコンテンツ配信環境及びシステム内の通信方法に関する。より具体
的には、本発明は、コンテンツ配信環境における制御及び対話のためにメッセージサービ
スを用いる方法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　情報及びコンテンツ配信システムは、複数のエンドシステムに情報及びコンテンツを提
供するのに用いられる。例えば、広告分野において、店内で小売メディアコンテンツを提
供することは、放送配信がコンテンツ提示の主要手段であることによって、今日の利用に
おいて最も人気がある広告媒体になって来ている。すなわち、近年、公共スペースの小売
業者や管理者は広告使用のためにビデオディスプレイシステムを持ち込んできた。かかる
システムにおいて、コンテンツは、サーバよって分散配信され、ディスプレイ毎又はディ
スプレイと接続スピーカとの組毎にあるそれぞれのセットトップボックスの如き受信機に
て受信される。ディスプレイ及びスピーカを用いて小売業者が彼等の売り込みや販売情報
の提示を行う一方で、公共スペースはビデオディスプレイ及びスピーカの時間帯を、大量
の消費者に提示を目にすることを知っている全国又は地方の広告主に売ることになる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　かかるシステムにおいて、メディア再生システム側では、すなわち当該ビデオ及びオー
ディオを聞く／見ることのできる場所では途中で当該制御及び構成設定にアクセスする単
純な方法が無かった。すなわち、当該ビデオスクリーン及びスピーカが大きなエリアにわ
たって配信されるが、それらを実行しているサーバは典型的には奥の部屋すなわち遠隔ロ
ケーションに留め置かれている。典型的には、現行のシステムにおいて、かかる制御はヘ
ルプデスクへの電話又はディスプレイ上の隠された押ボタンを用いることよって提供され
る。当該ヘルプデスクへの電話の大部分は単純なボリューム調整のためのものであり、か
かる調整は当該ビデオを見ているか又は当該オーディオを聞いている利用者にとってリモ
ートアシスタンス無しには出来ないものである。
【０００５】
　かかる現行の広告システムの他の共通した課題は、特設売り場（end-cap）でのビデオ
再生を実際に表示されている製品に適合させる試みである。現行のシステムにおいて、利
用者又は設営者は、典型的には、利用できる媒体リストをループさせるボタンを１つずつ
押して広告を利用できる製品に適合させている。加えて、設営者は当該システムの全部が
接続され且つ適切に機能していることを確かめなければならず、現行のシステムにおいて
当該ヘルプデスクをコールすることなくこの確認を行う方法がない。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の実施形態は、コンテンツ配信環境内で制御及び対話のために、ショートメッセ
ージサービス又はマルチメディアメッセージサービス（ＳＭＳ／ＭＭＳ）メッセージの如
きメッセージサービスを用いる方法、装置及びシステムを提供することによって従来技術
の課題を解決する。
【０００７】
　本発明の実施形態において、コンテンツ配信環境における通信のためにメッセージサー
ビスを用いる方法は、利用者からのレスポンスを勧誘するステップを含み、当該利用者は
メッセージサービス及び広告されたコンタクトポイントを用いて応答するように指示され
、受信されたメッセージに応じて当該受信されたメッセージに関連するアクションを始動
する。当該方法は、当該始動されたアクションの実行のためのロケーションを、当該利用
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者によって伝達された当該コンタクトポイントの情報を用いて識別するステップを更に含
む。
【０００８】
　本発明の代替の実施形態において、コンテンツ配信環境における通信のためにメッセー
ジサービスを用いるシステムは、コンテンツを表示する少なくとも１つのディスプレイと
、メッセージサービスを用いてメッセージを伝達する少なくとも１つの伝達手段と、サー
バとを含む。本発明のかかる実施形態において、当該サーバは、利用者からのレスポンス
を勧誘するステップであり、前記利用者はメッセージサービス及び広告されたコンタクト
ポイント経由で少なくとも１つの伝達手段を用いて応答するように少なくとも１つのディ
スプレイで指示されるステップと、受信されたメッセージに応じて、当該受信されたメッ
セージに関連付けられたアクションを始動するステップと、を含む方法を実行するように
構成され、当該始動されたアクションの実行のためのロケーションは、当該利用者によっ
て伝達された当該コンタクトポイント情報を用いて識別される。
【０００９】
　本発明の教示は、添付の図面と共に引き続く詳細な説明を考慮することよって容易に理
解され得る。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態が適用され得るコンテンツ配信システム及び移動通信システム
の上位のブロック図である。
【図２】本発明の実施形態に従って店内広告を提供する店内広告ネットワークの上位のブ
ロック図である。
【図３】本発明の実施形態に従ったコンテンツ配信環境における双方向メッセージングの
ためにメッセージサービスを用いる例のシーケンス図である。
【図４】本発明の代替の実施形態に従ったコンテンツ配信システムの上位のブロック図で
ある。
【図５】本発明の実施形態に従って、コンテンツ配信環境における制御及び対話のために
メッセージサービスを用いる方法を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図面は本発明の概念を例示する目的のものであって、本発明を示す上で必ずしも唯一可
能な構成ではないことが理解されるべきである。理解を容易にするために可能な限り、同
一の参照番号は複数の図に共通する同一の要素に与えられている。
【００１２】
　本発明は、コンテンツ配信環境内の制御及び対話のために、ＳＭＳ／ＭＭＳメッセージ
の如きメッセージサービスを用いる方法、装置及びシステムを優位に提供する。本発明が
ショートメッセージサービス又はマルチメディア－メッセージサービス（ＳＭＳ／ＭＭＳ
）メッセージを用いる小売広告ネットワーク環境の文脈内で主に説明されるが、本発明の
特定の実施形態は本発明の範囲を制限するものとして扱われるべきでない。本発明の概念
が、ブルートゥースの如き他の伝達手段を用いた何らかの実質的なコンテンツ配信環境で
も優位に適用され得ることは、当業者よって認識されると共に本発明の教示よって告知さ
れる。
【００１３】
　図で示される様々な要素の機能は、専用ハードウェアの使用を介してのみならず、適切
なソフトウェアに関連するソフトウェアを実行し得るハードウェアの使用を介して提供さ
れ得る。プロセッサよって提供される場合、当該機能は単一の専用のプロセッサよって、
単一の共有プロセッサよって、又は幾つかが共用され得る複数の個別プロセッサよって提
供され得る。さらに、用語「プロセッサ」又は「コントローラ」の明示的な使用は、ソフ
トウェアを実行し得るハードウェアだけを排他的に意味するものと解釈されるべきでなく
、限定するものではなく、デジタル信号プロセッサ（「ＤＳＰ」）ハードウェア、ソフト
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ウェア記憶のためのリードオンリーメモリ（「ＲＯＭ」）、ランダムアクセスメモリ（「
ＲＡＭ）及び不揮発性記憶装置を黙示的に含むことができる。更に、本発明の原理、態様
及び実施形態のみならず、それらからなる特定の例を詳述する本明細書の全ての記載は、
それらの構造的及び機能的双方の均等物を包含することが意図されている。その上、かか
る均等物は、現在周知の均等物のみならず将来開発される均等物（すなわち、構造に関係
なく当該同一機能を実行する開発中の何らかの要素）の双方を含むことが意図されている
。
【００１４】
　このように、例えば、本明細書において提示されるブロック図は、本発明の原理を具体
化している例示のシステムコンポーネント及び／又は回路の概念図を表していることが当
業者よって認識されるべきである。同様に、何らかのフローチャート、フロー線図、状態
移行線図、疑似コード等は、コンピュータ読取可能媒体に実質的に記憶されて、コンピュ
ータ又はプロセッサが明示的に示されているか否かに関わらず当該コンピュータ又はプロ
セッサによって実行される多様なプロセスを表している。
【００１５】
　本発明の様々な実施形態は、ショートメッセージサービス若しくはマルチメディア－メ
ッセージサービス（ＳＭＳ／ＭＭＳ）メッセージングの如きメッセージサービスを用いる
ことを含むことによって、利用者はオートメーション化したシステムにリクエストを送信
し、詳細なレスポンスを受信し得る。例えば、買い物客はテキストメッセージが可能な携
帯電話をしばしば持っている。本発明の実施形態に従って、当該買い物客と対話する優位
なやり方は、より詳細な情報を求めるメッセージをメールする（text）ように当該広告中
で彼等に頼むことである。再生システム又は装置は、次いで当該情報に基づいて広告を再
生し、当該買い物客にメッセージを返信することができる。この対話モデルは利用者とよ
り深いレベルで関わり合うことができる。
【００１６】
　図１は、本発明の実施形態が適用され得るコンテンツ配信システム１００及び移動通信
手段システム１０５の上位のブロック図を示している。図１のコンテンツ配信システム１
００は、例示として少なくとも１つのサーバ１１０と、スイッチ１１５（例示としてネッ
トワークスイッチ）と、同調／復号手段（例示としてセットトップボックス（ＳＴＢ））
の如き複数の受信装置１２０1－１２０nと、各セットトップボックス１２０1－１２０nに
それぞれが対応するディスプレイ１３０1－１３０nとを含む。図１のコンテンツ配信シス
テム１００は、更に、任意のワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）１４０と、任意のメデ
ィアサーバ１５０と、移動通信装置１６０（例示として携帯電話）とを含む。
【００１７】
　図１のシステム１００において、複数のセットトップボックス１２０1－１２０nの各々
は例示としては単一の各ディスプレイに接続されているが、本発明の代替の実施形態にお
いては、複数のセットトップボックス１２０1－１２０nの各々が１つ以上のディスプレイ
に接続され得る。加えて、図１のコンテンツ配信システム１００において、同調／復号手
段は例示としてセットトップボックス１２０として示されているが、本発明の代替の実施
形態において本発明の同調／復号手段は、ディスプレイ１３０に組み込まれた同調／復号
回路又は他の単独の同調／復号装置等の如き代替的な同調／復号手段を含み得る。更に、
本発明の受信装置は、テキスト、オーディオ、ビデオ、及び／又はオーディオ／ビデオコ
ンテンツの如きコンテンツを受信し得る何らかの装置を含み得る。
【００１８】
　本発明の実施形態において、図１のコンテンツ配信システム１００は、店内の広告ネッ
トワークの一部であり得る。例えば、図２は店内広告を提供する店内広告ネットワーク２
００の上位のブロック図を示している。図２の広告のネットワーク２００において、広告
ネットワーク２００及び配信システム１００はソフトウェア及びハードウェアの組み合せ
を提供し、かかる組み合わせは、カタログ作成、配信、プレゼンテーション、並びに音楽
録音、ホームビデオ、製品デモンストレーション、広告コンテンツ及び他のかかるコンテ
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ンツの利用追跡を、娯楽コンテンツ、ニュース及び店内設営における類似した消費者情報
コンテンツと一緒に提供する。当該コンテンツは、圧縮化又は非圧縮化ビデオ及びオーデ
ィオストリームフォーマット（例えば、ＭＰＥＧ２、ＭＰＥＧ４／ＭＰＥＧ４ Ｐａｒｔ 
１０／ＡＶＣ－Ｈ．２６４、ＶＣ―１、Ｗｉｎｄｏｗｓメディア、その他）で提示される
コンテンツを含み得るが、本システムはそれらフォーマットのみの使用に限定されるべき
でない。
【００１９】
　本発明の１つの実施形態において、店内の広告ネットワーク２００及びコンテンツ配信
システム１００の様々な要素を制御するためのソフトウェアは、ウインドウ環境（例えば
、ＭＳ－Ｗｉｎｄｏｗｓ又はＸ－Ｗｉｎｄｏｗオペレーティングシステム）及び高性能計
算機ハードウェアを用いる３２ビットのオペレーティングシステムを含む。広告ネットワ
ーク２００は、分散化アーキテクチャを利用し得るし、１つの実施形態において、衛星（
又は、他の方法、例えば、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）、インターネット、直列
状のマイクロ波リンク又は類似のメカニズム）及び店内モジュールを介した集中化コンテ
ンツ管理及び配信制御を提供する。
【００２０】
　図２に示されるように、店内の広告ネットワーク２００及びコンテンツ配信システム１
００のためのコンテンツは、広告主２０２、レコーディング会社２０４、映画スタジオ２
０６又は他のコンテンツプロバイダ２０８から提供され得る。広告主２０２は、製品製造
業者、サービスプロバイダ、製造業者又はサービスプロバイダを代表している広告会社、
又は他の実体であり得る。広告主２０２からの広告コンテンツは、コマーシャル、「イン
フォマーシャル（info-mercial）」、製品情報及び製品デモンストレーション等を含むオ
ーディオビジュアルコンテンツからなり得る。
【００２１】
　レコーディング会社２０４は、レコードレーベル、音楽出版社、ライセンス付与／出版
実体（例えば、ＢＭＩ又はＡＳＣＡＰ）、個々のアーティスト、音楽関連コンテンツのか
かる他の製造元であり得る。レコーディング会社２０４は、音楽クリップ（レコーディン
グされた音楽の短片）、音楽ビデオクリップ等の如きオーディオビジュアルコンテンツを
提供する。映画スタジオ２０６は、映画スタジオ、フィルム製作会社、出版者、又はフィ
ルム業界に関連する他の製造元であり得る。映画スタジオ１０６は、映画クリップ、男優
及び女優との事前録音されたインタビュー、映画批評、「舞台裏」のプレゼンテーション
及び類似したコンテンツを提供し得る。
【００２２】
　他のコンテンツプロバイダ２０８は、例えば図１のコンテンツ配信システム１００を介
して配信され表示され得る、ビデオ、オーディオ又はオーディオビジュアルコンテンツの
何らかの他のプロバイダであり得る。
【００２３】
　本発明の１つの実施形態において、ネットワーク管理センター２１０（ＮＭＣ）を介し
て、例えば在来の記録媒体（テープ、ＣＤ、ビデオ等）を用いてコンテンツが獲得される
。ＮＭＣ２１０に提供されるコンテンツは、局所的な現場でコンテンツを配信及び表示す
る、例えば局所的な配信システム１００に向けた配信のために適切な形式に編集される。
【００２４】
　ＮＭＣ２１０は、当該受信されたコンテンツをデジタル化し、これをデジタル化された
データファイル２２２の形でネットワークオペレーションズセンター（ＮＯＣ）２２０に
提供し得る。尚、データファイル２２２がデジタル化されたコンテンツとして引用される
にも関わらず、データファイル２２２は、また、ストリーミングオーディオ、ストリーミ
ングビデオ、又はかかる情報であり得る。ＮＭＣ２１０によって編集及び受信されたコン
テンツは、コマーシャル、バンパー（bumper）、グラフィックス、オーディオ等を含み得
る。全てのファイルはそれらが一意に識別可能なように好ましくは名前が付けられる。よ
り具体的には、ＮＭＣ２１０は、店のロケーションの如く特定の現場を目標とすると共に
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、予定に従って又はオンデマンドベースで１つ以上の販売店に配信される配信パックを作
成する。当該配信パックは、もし用いられる場合に、現場に既にある既存コンテンツに置
き換えるか又は補充されるかの何れかが意図されるコンテンツを含む（当該現場のシステ
ムが初めに初期化されていない場合、当該配信されたパッケージが当該現場の初期コンテ
ンツの基礎を形成する）。代替として、当該ファイルは圧縮されて別々に転送されてもよ
いし、又は特定タイプのストリーミング圧縮プログラムが用いられてもよい。
【００２５】
　ＮＯＣ２２０は、デジタル化されたデータファイル２２２を、この例ではコンテンツ配
信システム１００に向けて、通信ネットワーク２２５を介した商用販売出荷口（commerci
al sales outlet）２３０において伝達してもよい。通信ネットワーク２２５は幾つかの
技術の何らかの１つで実現され得る。例えば、本発明の１つの実施形態において、衛星リ
ンクが用いられて、デジタル化されたデータファイル２２２を商用販売出荷口２３０のコ
ンテンツ配信システム１００に向けて配信することができる。この態様は、当該コンテン
ツが様々なロケーションに放送する（すなわちマルチキャストする）ことよって容易に配
信されることを可能とする。代替として、当該インターネットが用いられて、オーディオ
ビジュアルコンテンツを商用販売出荷口２３０に向けて配信することと、商用販売出荷口
２３０からのフィードバックを可能とすることとの双方がなされ得る。リース回線、マイ
クロ波ネットワーク又は他のそのようなメカニズムを用いる如く、通信ネットワーク２２
５を実現する他のやり方がまた本発明の代替的な実施形態に従って用いられ得る。
【００２６】
　図１を再度参照すると、コンテンツ配信システム１００のサーバ１１０は、コンテンツ
（例えば、配信パック）を受信し、従ってそれらを店内で、セットトップボックス１２０
及びディスプレイ１３０の如き受信機に配信することができる。すなわち、コンテンツ配
信システム１００にてコンテンツは受信され且つストリーミング用に構成される。当該ス
トリーミングは、一緒にすなわち連携するように構成された１つ以上のサーバによって実
行され得る。当該ストリーミングコンテンツは、販売出荷口２３０（例えば販売店）全体
にわたる様々な異なるロケーション又は製品のために構成されるコンテンツを含み得る。
例えば、それぞれのセットトップボックス１２０及びディスプレイ１３０は、販売出荷口
２３０にわたった特定のロケーションに配置され、それぞれのセットトップボックス及び
ディスプレイの各ロケーションから所定距離内に配置された製品に関連するコンテンツを
表示し且つオーディオを放送するようにそれぞれ構成される。
【００２７】
　コンテンツ配信システム１００のサーバ１１０は、コンテンツを受信し、当該販売店全
体にわたる様々な受信機に伝達されるべきテキスト、オーディオ、ビデオ及び／又はオー
ディオ／ビデオの様々な異なるストリーム（例えば、コンテンツチャネル）を作成する。
当該ストリームは、テキスト、変調されたオーディオ、ビデオ及び／又はオーディオ／ビ
デオの無線周波数配信上の個々のチャネルであることができ、すなわちユニキャスト又は
マルチキャストインターネットプロトコル（ＩＰ）ネットワーク内でデータフローとして
送信される。これらのストリームは、制御ソフトウェアの同一論理セットの下で１つ以上
のサーバから発生できる。
【００２８】
　図１を再度参照すると、図１の移動通信システム１０５は、例示として、携帯電話塔１
７０と、携帯電話キャリア１７５と、メッセージサーバ１８０（例示としてＳＭＳサーバ
）と、インターネット１９０とを含む。図１の実施形態において、利用者は、テキストメ
ッセージ形式のＳＭＳ／ＭＭＳメッセージの如きメッセージを、図１の移動通信装置１６
０を用い且つ移動通信システム１０５を介して伝達し得る。より具体的には、移動通信装
置１６０からのメッセージは、例えば、図１の携帯電話塔１７０によって受信され、次い
で携帯電話キャリア１７５に伝達される。携帯電話キャリア１７５において、メッセージ
サーバ１８０は、当該メッセージを送信用に構成し、当該受信されたメッセージを図１の
コンテンツ配信システム１００のサーバ１１０に向けてインターネット１９０上で伝達す
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る。すなわち、メッセージサーバ１８０は、ＳＭＳ／ＭＭＳテキストをインターネットプ
ロトコルメッセージにカプセル化する。当該メッセージはサーバ１１０に送信される。サ
ーバ１１０は、当該メッセージを処理し、以下に更に詳述されるように、何をすべきかを
判別する。
【００２９】
　図１のコンテンツ配信システム１００の１つの実施形態において、サーバ１１０は、上
記のように、当該販売店全体にわたる様々な受信機に伝達されるべきテキスト、オーディ
オ、ビデオ及び／又はオーディオ／ビデオの様々な異なるストリーム（例えば、コンテン
ツチャネル）を作成し、コンテンツ配信及び制御のための中央制御ポイントであり、また
、当該販売店に向けた局所的な上書き（over-ride）を配信し、販売店群についての中央
ログ収集及びヘルス状態収集ポイントであり、サーバ１１０は、以下でより詳述されるよ
うに、移動通信システム１０５上の移動通信装置１６０から送信されたメッセージに適切
なレスポンスで応答する。すなわち、サーバ１１０は、移動通信装置１６０に適切なレス
ポンスを、サーバ１１０よって受信されたメッセージを伝達した移動通信装置の近くにあ
るディスプレイ１３０上に当該レスポンスを表示させることによって伝達する。例えば、
本発明の１つの実施形態において、メッセージを伝達している利用者の近くにあるディス
プレイ１３０は、例えば、メッセージを伝達するために利用者によって使用された番号に
よって識別され得る。すなわち、本発明の１つの実施形態において、各ディスプレイ又は
ディスプレイ群には一意の番号が割り当てられ、当該番号が本発明に従ったメッセージン
グのための利用者使用のために利用者に向けて表示される。このように、ディスプレイの
ロケーションが識別され、これにより本発明に従ってメッセージを伝達している利用者の
ロケーションが識別され得る。あるいは、本発明の代替的実施形態において、各ディスプ
レイ又はディスプレイ群は各ディスプレイにより表示されるコードによって識別されるこ
とができ、ディスプレイのロケーションすなわち利用者のロケーションの識別に用いるた
めに、利用者は当該コードをメッセージに含ませなければならない。
【００３０】
　図１のコンテンツ配信システム１００の代替実施形態において、コンテンツ配信システ
ム１００は、局所的なＷＡＮ１４０と、メディアサーバ１５０とを含み、メディアサーバ
１５０は、典型的には、当該販売店に局所的な上書きを配信し、販売店群のための中央の
ログ収集の及びヘルス状態収集のポイントである。メディアサーバ１５０は、また典型的
には、販売店についての構成設定がキャシュされるロケーションである。かかる実施形態
において、サーバ１１０は、当該受信されたメッセージを処理し、当該メッセージをＷＡ
Ｎ１４０上でメディアサーバ１５０に向けて伝達する。当該伝達されるメッセージは、当
該受信されたメッセージに応じてメディアサーバ１５０が適切なアクションをとるように
指示している。
【００３１】
　本発明のメッセージング能力を備え得る対話の１つの単純な例は、買い物客を含む例で
あり、当該買い物客は、広告された製品のより多くの情報のために、指定された番号にテ
キストメッセージを送信するように当該買い物客に指示する広告を表示している近くにあ
るディスプレイ上のメッセージを見る。当該指示に応じて、当該買い物客は、テキストメ
ッセージを当該識別された番号に向けて、例えば、移動通信装置を用いて送信することが
でき、そしてこれに応じて、当該顧客の近くにある同一又は代替的なディスプレイで、当
該買い物客には追加的なコンテンツ提示がなされ得る。
【００３２】
　本発明の代替の実施形態において、本発明のメッセージング能力は、構築目的、インス
トール確認又はトラブルシューティングのための技術者よって用いられ得る。例えば、技
術者が適切なサーバと情報交換し対話処理を行いたいと願う場合、メッセージが当該サー
バに伝達され、当該サーバは、何らかのエラーが要求処理中に発生する場合に不具合コー
ドで返答することができる。全て順調な対話には当該アクションが実行されたことを確認
するコードが送られる。本発明のメッセージング能力が可能である典型的対話としては以
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下を含むことができる。
【００３３】
　１．インストール証明－設営者がインストール完了されるべきと信じる場合に当該設営
者はこの要求を発効する。当該システムメッセージはＯＫを返すか、又は修正されるべき
必要がある問題リストを返す。
【００３４】
　２．構成変更－例えばボリューム調整であり、各ビューエリアにおいてボリュームレベ
ルが正しいことを確かめることは定常的作業である。一時的及び永続的なボリューム調整
が要求される。ＳＭＳメッセージがボリューム調整に用いられる。例えば、再生特性の場
合、所定のコマンドを用いることよって利用者は、当該再生装置と本発明のメッセージン
グ能力を用いて通信することにより再生装置の特性を変更できる。
【００３５】
　３．プレイリスト変更態様－例えば、特設売り場で演じられているメディアを変更して
表示されている実際の製品に適合するようにする。ＳＭＳメッセージが当該適切な媒体を
選択するのに用いられ得る。
【００３６】
　４．動作モード変更－ボリューム調整、スクリーンロケーション確認、試験コンポーネ
ント、チャネル選択、メディア選択などを可能とするのに利用できる幾つかのモードがあ
り、各動作モードは、自身に割り当てられたキーワードを有することによって、利用可能
な何らかのモードが選択され得る。
【００３７】
　５．テキスト表示－もしビデオディスプレイがテキスト表示能力を有する場合、当該Ｓ
ＭＳテキストメッセージがディスプレイに直接送信され得る。
【００３８】
　６．ディスプレイ描画－ビデオディスプレイが静止ピクチャの表示能力を有する場合、
埋め込まれた画像を有するＭＭＳメッセージがディスプレイに直接送信され得る。
【００３９】
　７．コンテンツ表示－利用者は移動通信装置によってコンテンツを取り込むことができ
、当該コンテンツは表示の一部として提示され得る。
【００４０】
　本発明の様々な実施形態に従って、あるメッセージの送信元である移動通信装置に向け
てサーバから任意にメッセージを返信することができる。例えば、図３は本発明の実施形
態に従ったコンテンツ配信環境における双方向メッセージングのためのメッセージサービ
スを用いた例のシーケンス図を示している。図３に示されるように、本発明のメッセージ
は、例示として携帯電話である移動通信装置から、例示としてＳＭＳメッセージサーバで
あるメッセージサーバに向けて伝達され得る。当該ＳＭＳメッセージサーバは、当該ＳＭ
Ｓデータを、例えば小売店のコンテンツ配信システムのサーバに向けて伝達する。当該サ
ーバは当該受信されたメッセージデータを処理して制御情報をメディアサーバに向けて伝
達し、当該伝達された通信メッセージは当該メディアサーバが当該受信されたメッセージ
に応じて適切なアクションをとるように指示し、当該アクションは当該受信されたメッセ
ージに応じたコンテンツ又はメッセージの表示、置換又は追加を含むことができる。図３
の実施形態において、当該サーバは、メッセージレスポンスを、利用者携帯電話との通信
のために利用者にメッセージを伝達するＳＭＳメッセージサーバに向けて、例えばＳＭＳ
メッセージ形式で追加的に伝達することができる。
【００４１】
　図４は、本発明の代替の実施形態に従ったコンテンツ配信システム４００の上位のブロ
ック図を示している。図４のコンテンツ配信システム４００は、少なくとも１つのサーバ
４１０と、スイッチ４１５（例示としてネットワークスイッチ）と、同調／復号手段の如
き複数の受信装置（例示としてセットトップボックス（ＳＴＢ））４２０1－４２０nと、
セットトップボックス４２０1－４２０nの各々にそれぞれ対応するディスプレイ４３０1
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－４３０nと、を例示として含む。図４のコンテンツ配信システム４００は、任意的なワ
イドエリアネットワーク（ＷＡＮ）４４０と、任意的なメディアサーバ４５０と、移動通
信装置４６０（例示として携帯電話）と、通信装置４６０（例示としてフェムトセル）か
らの信号の配信手段４７０と、を更に例示として含む。
【００４２】
　図４のシステム４００において、複数のセットトップボックス４２０1－４２０nの各々
は、単一のディスプレイにそれぞれ接続されて例示的に示されているが、本発明の代替実
施形態において、複数のセットトップボックス４２０1－４２Ｏnの各々が１つ以上のディ
スプレイにそれぞれ接続され得る。加えて、図４のコンテンツ配信システム４００におい
て、同調／復号手段が例示としてセットトップボックス４２０として示されているが、本
発明の代替実施形態において、本発明の当該同調／復号手段は、ディスプレイ４３０に統
合された同調／復号回路又は単独の同調／復号装置等の如き代替的な同調／復号手段を含
み得る。更に、本発明の受信装置は、テキスト、静止画像、オーディオ、ビデオ及び／又
はオーディオ／ビデオコンテンツの如きコンテンツを受信し得る何らかの装置を含み得る
。更に、図４のコンテンツ配信システム４００において、配信手段４７０は例示としてフ
ェムトセルを含むが、本発明の代替実施形態において配信手段４７０は、メッセージが伝
送媒体に跨がって交換される、無線ネットワーク（８０２．１１及び類似物）、ブルート
ゥース（登録商標）ネットワーク、又は他の電波周波数すなわち無線技術の如き他の信号
配信手段を含むことができる。
【００４３】
　図４のコンテンツ配信システム４００において、利用者は、テキストメッセージ形式の
ＳＭＳ／ＭＭＳメッセージの如きメッセージを、図４の移動通信装置４６０を用いて配信
手段４７０を介して伝達することができる。より具体的には、移動通信装置４６０からの
メッセージは、例えば図４のフェムトセル４７０によって受信され、次いでサーバ４１０
に伝達される。サーバ４１０は、当該メッセージを処理し、図１の実施形態に関して上記
に説明されたように、何をなすべきかを判別する。
【００４４】
　図４のフェムトセル４７０は、図１の移動通信システム１０５と同様に動作するが、メ
ッセージを配信するのに要する時間が、移動通信システム１０５を通して経路設定される
場合よりも短いという利点を有する。１つのケースにおいて、当該メッセージはＩＰメッ
セージに直ちに変換されて直接処理される。機能的に類似するものの、この方法はより速
い応答時間を有する。本発明の代替の実施形態において、図４のコンテンツ配信システム
４００は例示として１つのフェムトセル４７０のみを含むが、本発明の様々な代替の実施
形態に従って複数のフェムトセルが用いられ得る。
【００４５】
　図４のコンテンツ配信システム４００の１つの実施形態において、サーバ４１０は、当
該販売店全体にわたる様々な受信機に伝達されるテキスト、オーディオ、ビデオ及び／又
はオーディオ／ビデオの様々な異なるストリーム（例えば、コンテンツチャネル）を作成
し、コンテンツ配信及び制御のための中央制御ポイントであり、また、当該販売店に対す
る局所的な上書きを配信し、販売店群についての中央ログ収集及びヘルス状態収集ポイン
トであり、サーバ４１０は、移動通信装置４６０から送信されるメッセージに対して上記
の如き適切なレスポンスによって応答する。すなわち、サーバ４１０は、適切なレスポン
スを移動通信装置４６０に、サーバ４１０よって受信されるメッセージを送信した移動通
信装置の近くにあるディスプレイ４３０に当該レスポンスの表示を生ぜしめることよって
伝達する。例えば、本発明の１つの実施形態において、メッセージを伝達する利用者の近
くにあるディスプレイ１３０は、例えばメッセージを伝達するために利用者によって使わ
れた番号によって識別され得る。すなわち、本発明の１つの実施形態において、各ディス
プレイ又はディスプレイ群は、本発明に従ったメッセージングの利用者による利用のため
に利用者に表示するように、一意の番号が割り当てられる。このようにディスプレイのロ
ケーションが識別できて、本発明に従ってメッセージを伝達する利用者のロケーションが
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識別され得る。あるいは、本発明の代替的な実施形態において、各ディスプレイ又はディ
スプレイ群は各ディスプレイによって表示されるコードよって識別でき、利用者はディス
プレイそして利用者のロケーション識別に使用するために、当該コードをメッセージに含
ませなければならない。
【００４６】
　局所的なＷＡＮ４４０とメディアサーバ４５０とを含む図４のコンテンツ配信システム
４００の代替的な実施形態において、メディアサーバ４５０は、典型的には、当該販売店
に局所的な上書きを配信し、販売店群についての中央ログ収集及びヘルス状態収集ポイン
トである。上記に説明されたように、メディアサーバ４５０は、また典型的には、販売店
についての構成設定がキャシュされるロケーションである。かかる実施形態において、サ
ーバ４１０は、当該受信されたメッセージを処理し、当該メッセージをＷＡＮ４４０上で
メディアサーバ４５０に向けて伝達する。当該伝達されたメッセージは、メディアサーバ
４５０が当該受信されたメッセージに応じて適切なアクションをとるように指示している
。
【００４７】
　上記に説明されたように、図４の本発明のメッセージング能力を備える対話の単純な例
は、買い物客を含む例であり、当該買い物客は、広告された製品のより多くの情報のため
に、指定された番号にテキストメッセージを送信するように当該買い物客に指示する広告
を表示している近くにあるディスプレイ上のメッセージを見る。当該指示に応じて、当該
買い物客は、テキストメッセージを当該識別された番号に向けて、例えば、移動通信装置
を用いて送信することができ、そしてこれに応じて、当該顧客の近くにある同一又は代替
的なディスプレイで、当該買い物客には追加的なコンテンツ提示がされ得る。
【００４８】
　同様に、上記に説明されたように、本発明の代替的な実施形態において、本発明のメッ
セージング能力は、構築目的、インストール確認又はトラブルシューティングのために技
術者よって用いられ得る。
【００４９】
　図５は、本発明の実施形態に従ってコンテンツ配信環境における制御及び対話のために
メッセージサービスを用いる方法５００のフローチャートを示している。図５の方法はス
テップ５０２において開始し、利用者は、例えばその近くにあるディスプレイで勧誘され
、もし興味を持ったならばメッセージサービス及び広告コンタクトポイントを用いて当該
勧誘に対して応答する。方法５００は次いでステップ５０４に進む。
【００５０】
　ステップ５０４において、当該勧誘された利用者から受信されたメッセージに応じて、
当該受信されたメッセージに関連付けられたアクションが始動される。例えば、上記に説
明されたように、当該利用者は近くにあるディスプレイのメッセージを見る買い物客であ
ることができ、当該ディスプレイは、広告された製品のより多くの情報のために指定され
た番号をテキストメッセージで送信するように当該買い物客に指示する広告を表示し、当
該利用者はかかるメッセージを送信できる。代替的な実施形態において、当該利用者は、
構築目的、インストール確認又はトラブルシューティングのために、本発明の実施形態の
メッセージング能力を用いることが出来る、技術者であることができる。例えば、技術者
が適切なサーバと情報交換し会話処理を行いたいと願う場合、メッセージが当該サーバに
伝達され、当該サーバは、もし何らかのエラーが要求処理中に発生する場合に不具合コー
ドで返答することができる。方法５００は次いでステップ５０６に進む。
【００５１】
　ステップ５０６において、当該始動されたアクションの実行のためのロケーションは、
当該利用者によって伝達されたコンタクトポイントを用いて識別される。当該アクション
が次いで実行され得る。例えば、本発明の１つの実施形態において、当該アクションは、
当該利用者のメッセージで要求されるように利用者近くにあるディスプレイに製品の追加
的広告情報を提示することを含むことができる。本発明の代替的な実施形態において、技
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術者のメッセージで要求されるようにエラーが当該システムに存在する場合、当該アクシ
ョンは、当該技術者近くにあるディスプレイに不具合コードを提示することを含むことが
できる。すなわち、本発明に従って、当該アクションは、本発明の様々な実施形態のメッ
セージング能力を用いて達成され得るところの上記に説明されたアクション又は他の何ら
かのアクションの何れをも含むことができる。方法５００は次いで終了され得る。本発明
の代替実施形態において、方法５００は、更にステップ５０８を任意に含むことができ、
ステップ５０８では当該受信されたメッセージで識別されたアクションが当該識別された
ロケーションで実行される。
【００５２】
　制御及び対話のため、コンテンツ配信環境（これは例示であり制限するものではないこ
とが意図される）内で、ショートメッセージサービス又はマルチメディア－メッセージサ
ービス（ＳＭＳ／ＭＭＳ）メッセージの如きメッセージサービスを用いる方法及びシステ
ムの様々な実施形態が説明されたが、上記教示を考慮した当業者よって改変及び変容がな
され得ることが注記される。従って、かかる変更が、本発明の範囲及び思想内にある開示
された本発明の特定の実施形態においてなされてもよいことが理解されるべきである。前
述の記載は本発明の多様な実施形態を志向するものである一方、本発明の他の及び更なる
実施形態が本発明の基本的範囲から逸脱することなく考案されてもよい。

【図１】 【図２】
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